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  銚子税務署 ☎(22)1571

事業主の皆さん準備はOK？
消費税10％と消費税の軽減税率制度

 同校・下谷さん ☎(22)6906   文化財・ジオパーク室 ☎（24）8739

県銚美術部
二科展入選作品を展示

犬吠埼灯台
乙女養成講座
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犬吠埼ブラントン会が
主催する連続講座の

６回目。銚子市出身の能
楽師で銚子ふるさと大使
の安田登さんのお話し、
竹久夢二の童話「おさな
き灯台守」の朗読など。

▶日時 ３月９日㈯ 13時30分～15時30分
▶場所　青少年文化会館 中ホール
▶演題 「海

かいしょう

嘯の物語
　　　～銚子出身の能楽師による語り～」
▶定員　50人

県立銚子高等学校美術部の絵画作品６点を展示し
ます。

10月１日から消費税と地方消費税の税率が８％から10％に引き上げられるのと同時に、軽減税率制度が始まりま
す。軽減税率制度の対応には時間がかかる場合があります。早めに準備をしてください。

▶日時   ～３月29日㈮　９時～15時
▶場所　銚子信用金庫 本店１階　営業室ロビー

▶能楽師（下掛宝生流）の
　安田登さん

▲「追憶」上村咲弥さん ▲「浴衣」宮内咲耶さん

標準税率10％と飲食料品の軽減税率８％が始まったら…

▶帳簿・請求書等を税率ごとに区分して記載すること
▶レジや受発注・会計システムなどの導入、改修、入替えが必要かも⁉

「軽減対象品目って？」「税額はどうやって計算すればいいの？」
軽減税率制度のご質問・ご相談は

消費税軽減税率電話相談センター ☎0570(030)456
受付時間/9時～17時（土日祝日を除く）
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